 (
受講を行った事業所は
内容を記入し、
下記まで
郵送又は
FAX
又はメール
で
提出して下さい。
【郵送】
〒
730-8586
　広島市中区国泰寺町一丁目
6
番
34
号
広島市　健康福祉局　高齢福祉部　介護保険課　事業者指導係
【
FAX
】
082-504-2136
　広島市　健康福祉局　高齢福祉部　介護保険課　事業者指導係
【メール】
　
k
aigo@city.hiroshima.lg.jp
)
令和７年度広島市介護サービス事業者集団指導
受　講　完　了　報　告　書

	事業所名称
	

	介護保険事業所番号
	

	サービス種別
	

	受講者氏名
（職名）
	（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	連絡先
	TEL　（　　　　　　　）―　　　　　　　―　
※記載内容に不備がある場合に連絡をさせて頂きます。


※指定を受けた事業所ごとに提出が必要となりますが、「事業所名称」「介護保険事業所番号」「サービス種別」「受講者氏名」を列記することで、１枚の報告書にまとめて提出しても構いません。
※みなし事業所、介護予防事業所の提出は不要です。
例1：介護老人福祉施設、空床の短期入所生活介護、併設の短期入所生活介護を一体的に運営⇒介護老人福祉施設、空床の短期入所生活介護、併設の短期入所生活介護をそれぞれ提出
例2：介護老人保健施設、短期入所療養介護（みなし）、通所リハビリテーション（みなし）を一体的に運営⇒介護老人保健施設のみ提出
例3：訪問看護、介護予防訪問看護を一体的に運営⇒訪問看護のみ提出
